
平成25年 №37 

○国立大学法人東京学芸大学の保有する個人情報の保護に関する規程等の一部を改正する

規程 
○東京学芸大学パソコンリーダー規則等の一部を改正する規則 
○国立大学法人東京学芸大学学内文書処理要項等の一部を改正する要項 
○東京学芸大学芸術館運営委員会内規の一部を改正する内規 
○東京学芸大学体育施設の屋外夜間照明設備を使用する場合の基準の一部を改正する基準 
 

改正理由 

  事務組織の改組に伴い，所要の改正を行うものである。 

 

承認経過 

  事務組織規則の改組に伴う形式的な改正であるため，学長決裁により処理し，教育研

究評議会には報告事項とする。 

 



 国立大学法人東京学芸大学の保有する個人情報の保護に関する規程等の一部を改正する

規程を次のように制定する。 

 

  平成25年12月18日 

                  国立大学法人東京学芸大学長 

                          村 松 泰 子 

 

平成25年規程第31号 

   国立大学法人東京学芸大学の保有する個人情報の保護に関する規程等の 
一部を改正する規程 

 

次に掲げる規程の一部について，別紙新旧対照表の右欄を，左欄のように改正する。 

 

 (1) 国立大学法人東京学芸大学の保有する個人情報の保護に関する規程（平成17年規程

第７号） 

 (2) 東京学芸大学放射性同位元素総合実験施設規程（昭和59年規程第４号） 

 (3) 東京学芸大学教授会規程（平成16年規程第40号） 

 (4) 東京学芸大学選挙規程（昭和42年規程第３号） 

 (5) 東京学芸大学放射線障害予防規程（平成元年規程第５号） 

 (6) 東京学芸大学理科教員高度支援センター規程（平成23年規程第22号） 

 (7) 東京学芸大学研究倫理規程（平成15年規程第４号） 

 (8) 国立大学法人東京学芸大学における研究活動の不正への対応に関する規程（平成19
年規程第31号） 

 (9) 東京学芸大学利益相反委員会規程（平成24年規程第19号） 

 (10)東京学芸大学環境安全委員会規程（平成20年規程第６号） 

 (11)国立大学法人東京学芸大学共同研究取扱規程（平成16年規程第19号） 

 (12)国立大学法人東京学芸大学受託研究取扱規程（平成16年規程第20号） 

 (13)国立大学法人東京学芸大学職務発明規程（平成16年規程第18号） 

 (14)東京学芸大学環境教育研究センター規程（平成６年規程第13号） 

 (15)東京学芸大学教育実践研究支援センター規程（平成16年規程第５号） 

 (16)東京学芸大学教員養成カリキュラム開発研究センター規程（平成12年規程第６号） 

 



 東京学芸大学パソコンリーダー規則等の一部を改正する規則を次のように制定する。 

 

  平成25年12月18日 

                  国立大学法人東京学芸大学長 

                          村 松 泰 子 

 

平成25年規則第26号 

   東京学芸大学パソコンリーダー規則等の一部を改正する規則 

 

次に掲げる規程の一部について，別紙新旧対照表の右欄を，左欄のように改正する。 

 

 (1) 東京学芸大学パソコンリーダー規則（平成11年規則第７号） 

 (2) 東京学芸大学電気工作物保安規則（平成２年規則第３号） 

 (3) 国立大学法人東京学芸大学公印規則（昭和57年規則第４号） 

 (4) 国立大学法人東京学芸大学文書処理規則（昭和52年規則第８号） 

 (5) 国立大学法人東京学芸大学公的研究費管理規則（平成19年規則第28号） 

 (6) 東京学芸大学事務点検評価委員会規則（平成16年規則第46号） 
  
 



 国立大学法人東京学芸大学学内文書処理要項等の一部を改正する要項を次のように制定

する。 

 

  平成25年12月18日 

                  国立大学法人東京学芸大学長 

                          村 松 泰 子 

 

 

   国立大学法人東京学芸大学学内文書処理要項等の一部を改正する要項 

 

次に掲げる規程の一部について，別紙新旧対照表の右欄を，左欄のように改正する。 

 

 (1) 国立大学法人東京学芸大学学内文書処理要項（昭和51年１月10日制定） 

 (2) 東京学芸大学センター長協議会要項（平成20年12月24日制定） 

 (3) 東京学芸大学質の高い学校教育・保育の一体的提供を保障するための保育・教育課

程の構築プロジェクト推進委員会要項（平成25年４月18日制定） 

 (4) 東京学芸大学デジタル読解力のための教科書連携型デジタル教材の認証・評価と研

修・養成の研究プロジェクト推進委員会要項（平成24年５月17日制定） 

 (5) 東京学芸大学国際算数・数学授業改善プロジェクト推進委員会要項（平成23年３月

23日制定） 

 (6) 芸術・スポーツ科学系組織等検討委員会要項（平成18年６月26日制定） 

 (7) 国立大学法人東京学芸大学大学連携研究設備ネットワーク登録設備利用要項（平成

22年３月31日制定） 

 (8) 東京学芸大学e-Learning事業推進協議会要項（平成21年６月17日制定） 

 (9) 東京学芸大学大学教員研究専念制度実施要項（平成16年12月２日制定） 

 (10)学芸大･みずほＦＧ共同研究プロジェクト設置要項（平成18年４月６日制定） 

 (11)学芸大こども未来プロジェクト設置要項（平成17年10月３日制定） 

  

  

  



 東京学芸大学芸術館運営委員会内規の一部を改正する内規を次のように制定する。 

 

  平成25年12月18日 

                      国立大学法人東京学芸大学長 

                              村 松 泰 子 

 

 

  東京学芸大学芸術館運営委員会内規の一部を改正する内規 

 

 東京学芸大学芸術館運営委員会内規（平成11年10月７日制定）の一部について，別紙新旧

対照表の右欄を，左欄のように改正する。 

 

 
 
 



 東京学芸大学体育施設の屋外夜間照明設備を使用する場合の基準の一部を改正する基準

を次のように制定する。 

 

  平成25年12月18日 

                      国立大学法人東京学芸大学長 

                              村 松 泰 子 

 

 

  東京学芸大学体育施設の屋外夜間照明設備を使用する場合の基準の 
一部を改正する基準 

 

 東京学芸大学体育施設の屋外夜間照明設備を使用する場合の基準（平成６年11月30日制定

）の一部について，別紙新旧対照表の右欄を，左欄のように改正する。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



国立大学法人東京学芸大学の保有する個人情報の保護に関する規程の一部改正について 

 

改正理由：事務組織改組に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

〔省略〕 

 

  附 則 

 この規程は，平成25年12月18日から施行し，平成25年11月１日から適用する。 

 

別表（第５条第１項関係） 

部    局    等 保  護  担  当  者 

事務局 各課長 

総合教育科学系 学系支援課長 

人文社会科学系 学系支援課長 

自然科学系 学系支援課長 

芸術・スポーツ科学系 学系支援課長 

大学院連合学校教育学研究科 学務課長 

附属図書館 学術情報課長 

環境教育研究センター 学系支援課長 

教育実践研究支援センター 学系支援課長 

留学生センター 国際課長 

国際教育センター 国際課長 

教員養成カリキュラム開発研究センター 学系支援課長 

保健管理センター 学生課長 

情報処理センター 情報基盤課長 

理科教員高度支援センター 学系支援課長 

学生相談センター 学生課長 

学生キャリア支援センター 学生課長 

教員養成開発連携センター 教育連携担当課長 

放射性同位元素総合実験施設 学系支援課長 

〔省 略〕 〔省 略〕 

 

〔省略〕 

 

〔省略〕 

 

 

 

 

別表（第５条第１項関係） 

部    局    等 保  護  担  当  者 

事務局 各課長 

総合教育科学系 教育研究支援課長 

人文社会科学系 教育研究支援課長 

自然科学系 教育研究支援課長 

芸術・スポーツ科学系 教育研究支援課長 

大学院連合学校教育学研究科 学務課長 

附属図書館 学術情報課長 

環境教育研究センター 教育研究支援課長 

教育実践研究支援センター 教育研究支援課長 

留学生センター 国際課長 

国際教育センター 国際課長 

教員養成カリキュラム開発研究センター 教育研究支援課長 

保健管理センター 学生課長 

情報処理センター 情報基盤課長 

理科教員高度支援センター 教育研究支援課長 

学生相談センター 学生課長 

学生キャリア支援センター 学生課長 

教員養成開発連携センター 教育連携担当課長 

放射性同位元素総合実験施設 教育研究支援課長 

〔省 略〕 〔省 略〕 

 

   〔省略〕 



東京学芸大学放射性同位元素総合実験施設規程の一部改正について 

 

改正理由：事務組織改組に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

   〔省略〕 

 

 （庶務） 

第１０条 委員会の庶務は，教育研究支援部学系支援課が処理する。 

 

〔省略〕 

 

  附 則 

 この規程は，平成25年12月18日から施行し，平成25年11月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

   〔省略〕 

 

 （庶務） 

第１０条 委員会の庶務は，教育研究支援部教育研究支援課が処理する。 

 

〔省略〕 

 

 

 



東京学芸大学教授会規程の一部改正について 

 

改正理由：事務組織改組に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

〔省略〕 

 

 （庶務） 

第１１条 教授会の庶務は，教育研究支援部学系支援課が処理する。 

 

 〔省略〕 

 

  附 則 

 この規程は，平成25年12月18日から施行し，平成25年11月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

〔省略〕 

 

 （事務） 

第７条 教授会の庶務は，教育研究支援部教育研究支援課が処理する。 

 

〔省略〕 

 

 

 

 



東京学芸大学選挙規程の一部改正について 

 

改正理由：事務組織改組に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

〔省略〕 

 

 （庶務） 

第１６条 選挙管理委員会の庶務は，教育研究支援部学系支援課が処理する。 

 

 〔省略〕 

 

  附 則 

 この規程は，平成25年12月18日から施行し，平成25年11月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

〔省略〕 

 

 （事務） 

第１６条 選挙管理委員会の庶務は，教育研究支援部教育研究支援課が処理する。 

 

〔省略〕 

 

 

 

 



東京学芸大学放射線障害予防規程の一部改正について 

 

改正理由：事務組織改組に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

   〔省略〕 

 

   附 則 

 この規程は，平成25年12月18日から施行し，平成25年11月１日から適用する。 

 

   〔省略〕 

 

別図１ 

 地震等災害発生時の連絡通報体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

 

 

 

   〔省略〕 

 

別図１ 

 地震等災害発生時の連絡通報体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   〔省略〕 

発 見 者 

取扱主任者 消 防 署 
 

学系支援課長 
 

ＲＩ実験施設長 環境安全委員会委員長 

学   長 

発 見 者 

取扱主任者 消 防 署 
 

教育研究支援課長 
 

ＲＩ実験施設長 環境安全委員会委員長 

学   長 



東京学芸大学理科教員高度支援センター規程の一部改正について 

 

改正理由：事務組織改組に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

〔省略〕 

 

（庶務） 

第１３条 委員会の庶務は，教育研究支援部学系支援課が処理する。 

 

 〔省略〕 

 

  附 則 

 この規程は，平成25年12月18日から施行し，平成25年11月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

〔省略〕 

 

（庶務） 

第１３条 委員会の庶務は，教育研究支援部教育研究支援課が処理する。 

 

〔省略〕 

 

 

 

 



東京学芸大学研究倫理規程の一部改正について 

 

改正理由：事務組織改組に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

〔省略〕 

 

第８条 委員会の庶務は，関係部課の協力を得て，教育研究支援部研究支援課が処理

する。 

 

 〔省略〕 

 

  附 則 

 この規程は，平成25年12月18日から施行し，平成25年11月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

〔省略〕 

 

第８条 委員会の庶務は，関係部課の協力を得て，教育研究支援部教育研究支援課が

処理する。 

 

〔省略〕 

 

 

 

 



国立大学法人東京学芸大学における研究活動の不正への対応に関する規程の一部改正について 

 

改正理由：事務組織改組に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

〔省略〕 

 

（通報窓口の設置） 

第４条 本学における不正に関する通報を受け付けるための窓口（以下「通報窓口」

という。）を教育研究支援部研究支援課に設置し，当該課長が責任者となる。 

２  〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

 （調査委員会の設置） 

第７条 

１～７〔省略〕 

８ 調査委員会の事務は，関係部課等の協力を得て教育研究支援部研究支援課が処理

する。 

 

   〔省略〕 

 

  附 則 

 この規程は，平成25年12月18日から施行し，平成25年11月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

〔省略〕 

 

（通報窓口の設置） 

第４条 本学における不正に関する通報を受け付けるための窓口（以下「通報窓口」

という。）を教育研究支援部教育研究支援課に設置し，当該課長が責任者となる。 

２  〔省略〕 

 

   〔省略〕 

 

 （調査委員会の設置） 

第７条 

１～７〔省略〕 

８ 調査委員会の事務は，関係部課等の協力を得て教育研究支援部教育研究支援課が

処理する。 

 

   〔省略〕 

 

 

 



東京学芸大学利益相反委員会規程の一部改正について 

 

改正理由：事務組織改組に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

〔省略〕 

 

 （庶務） 

第９条 委員会の庶務は，関係部課の協力を得て，教育研究支援部研究支援課が処理

する。 

 

 〔省略〕 

 

  附 則 

 この規程は，平成25年12月18日から施行し，平成25年11月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

〔省略〕 

 

 （庶務） 

第９条 委員会の庶務は，関係部課等の協力を得て教育研究支援部教育研究支援課が

処理する。 

 

〔省略〕 

 

 

 

 



東京学芸大学環境安全委員会規程の一部改正について 

 

改正理由：事務組織改組に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

〔省略〕 

 

 （組織） 

第５条 委員会は，次に掲げる委員をもって組織する。 

 (1) 各学系の教授会構成員から選出された者  各１名 

 (2) 学長が指名した専門的な知識・経験を有する教員  ４名 

 (3) 財務課長 

 (4) 施設課長 

 (5) 研究支援課長 

 (6) その他第７条第１項の委員長が必要と認めた者  若干名 

 

 〔省略〕 

 

   附 則 

 この規程は，平成25年12月18日から施行し，平成25年11月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

〔省略〕 

 

 （組織） 

第５条 委員会は，次に掲げる委員をもって組織する。 

 (1) 各学系の教授会構成員から選出された者  各１名 

 (2) 学長が指名した専門的な知識・経験を有する教員  ４名 

 (3) 財務課長 

 (4) 施設課長 

 (5) 教育研究支援課長 

 (6) その他第７条第１項の委員長が必要と認めた者  若干名 

 

〔省略〕 

 

 

 

 



国立大学法人東京学芸大学共同研究取扱規程の一部改正について 

 

改正理由：事務組織改組に伴い，所要の改正を行うものである。 

改      正 現      行 

 

   〔省略〕 

 

 （事務） 

第２９条 共同研究の受入事務は，教育研究支援部研究支援課が行う。 

 

   〔省略〕 

 

 

 

 

   附 則 

 この規程は，平成25年12月18日から施行し，平成25年11月１日から適用する。 

 

 

   〔省略〕 

 

 （事務） 

第２９条 共同研究の受入事務は，総務部広報連携課が行う。 

 

   〔省略〕 

 



国立大学法人東京学芸大学受託研究取扱規程の一部改正について 

 

改正理由：事務組織改組に伴い，所要の改正を行うものである。 

改      正 現      行 

 

   〔省略〕 

 

 （事務） 

第１９条 受託研究の受入事務は，教育研究支援部研究支援課が行う。 

 

   〔省略〕 

 

 

 

 

   附 則 

 この規程は，平成25年12月18日から施行し，平成25年11月１日から適用する。 

 

 

   〔省略〕 

 

 （事務） 

第１９条 受託研究の受入事務は，総務部広報連携課が行う。 

 

   〔省略〕 

 



国立大学法人東京学芸大学職務発明規程の一部改正について 

 

改正理由：事務組織改組に伴い，所要の改正を行うものである。 

改      正 現      行 

 

   〔省略〕 

 

 （庶務） 

第２１条 この規程に基づく事務処理及び審査委員会に関する庶務は，関係部課の

協力を得て教育研究支援部研究支援課が行う。 

 

   〔省略〕 

 

 

 

 

   附 則 

 この規程は，平成25年12月18日から施行し，平成25年11月１日から適用する。 

 

 

   〔省略〕 

 

 （庶務） 

第２１条 この規程に基づく事務処理及び審査委員会に関する庶務は，関係部課等

の協力を得て総務部広報連携課が行う。 

 

   〔省略〕 

 



東京学芸大学環境教育研究センター規程の一部改正について 
 
改正理由：事務組織改組に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 
 

〔省略〕 
 
（事務） 

第１４条 センターに関する事務は，教育研究支援部学系支援課が処理する。 
 

 〔省略〕 
 
  附 則 
 この規程は，平成25年12月18日から施行し，平成25年11月１日から適用する。 
 
 
 
 
 

 
〔省略〕 

 
（事務） 

第１４条 センターに関する事務は，教育研究支援部教育研究支援課が処理する。 
 

〔省略〕 
 
 
 

 



東京学芸大学教育実践研究支援センター規程の一部改正について 
 
改正理由：事務組織改組に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 
 

〔省略〕 
 
（庶務） 

第１４条 委員会の庶務は，教育研究支援部学系支援課が処理する。 
 

 〔省略〕 
 
  附 則 
 この規程は，平成25年12月18日から施行し，平成25年11月１日から適用する。 
 
 
 
 
 

 
〔省略〕 

 
（庶務） 

第１４条 委員会の庶務は，教育研究支援部教育研究支援課が処理する。 
 

〔省略〕 
 
 
 

 



東京学芸大学教員養成カリキュラム開発研究センター規程の一部改正について 
 
改正理由：事務組織改組に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 
 

〔省略〕 
 
（庶務） 

第２１条 委員会の庶務は，教育研究支援部学系支援課が処理する。 
 

 〔省略〕 
 
  附 則 
 この規程は，平成25年12月18日から施行し，平成25年11月１日から適用する。 
 
 
 
 
 

 
〔省略〕 

 
（庶務） 

第２１条 協議会及び委員会の庶務は，教育研究支援部教育研究支援課が処理する。 
 

〔省略〕 
 
 
 

 



東京学芸大学パソコンリーダー規則の一部改正について 

 

改正理由：事務組織改組に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

 〔省略〕 

 

  附 則 

 この規則は，平成25年12月18日から施行し，平成25年11月１日から適用する。 

 

別表 

パソコンリーダー配置部局及び人員 

〔省略〕 〔省略〕 パソコンリーダー配置部局 人員 

〔省略〕 〔省略〕 教育研究支援部研究支援課 

教育研究支援部学系支援課 

 

〔省略〕 

１ 

５ 

 

 

 

 

〔省略〕 

 

 

 

 

別表 

パソコンリーダー配置部局及び人員 

〔省略〕 〔省略〕 パソコンリーダー配置部局 人員 

〔省略〕 〔省略〕 教育研究支援部教育研究支援課 

 

 

〔省略〕 

４ 

 

 

 

 



東京学芸大学電気工作物保安規則の一部改正について 
 
改正理由：事務組織改組に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 
 

 〔省略〕 
 
  附 則 
 この規則は，平成25年12月18日から施行し，平成25年11月１日から適用する。 

 

 
〔省略〕 

 
 
 

〔省　略〕

注

施設課長
担当係長等（補助者）

（有害廃棄物処理施設を含む）

（３）　担当係長等は、資産監守補助者。

（１）　　　　　　　指揮命令・連絡系統を示す。

（２）　　　　　　　組織系統を示す。

環境教育実践施設
施設・センター担当係長等（補助

者）

自然科学系

（放射性同位元素総合

実験施設を含む）

（教育研究支

援部長）

教育研究

支援課長

自然科学系担当係長等（補助者）

（放射性同位元素総合実験施設を含

む）

　　〔省　　略〕
総合教育科学系担当係長等（補助

者）

人文社会科学系担当係長等（補助

者）

芸術・ｽﾎﾟｰﾂ科学系
芸術・スポーツ科学系担当係長等

（補助者）

学長

（管理者）

国際課長

学務課長 担当係長等（補助者）

教育企画課

長

担当係長等（補助者）

（現職教員研修支援センターを

含む）

担当係長等（補助者）

（国際教育センター・留学生セン

ターを含む）

事務局

（国際教育センター・

留学生センター・保健

管理センター・有害廃

棄物処理施設・学生相

談センター・学生キャ

リア支援センターを含

む）

総務部長 総務課長 担当係長等（補助者）

学務部長事務局長

財務施設部長 財務課長 担当係長等（補助者）

担当係長等（補助者）

（保健管理センター・学生相談セン

ター・学生キャリア支援センターを

含む）

学生課長

 

〔省 略〕 

注 

総務部長 総務課長 担当係長等（補助者） 

学務部長 事務局長 

財務施設部長 財務課長 担当係長等（補助者） 

担当係長等（補助者） 
（保健管理センター・学生相談セン 
ター・学生キャリア支援セン 
ター ・障がい学生支援室 を含む） 

学生課長 

学長 
（管理者） 

国際課長 

学務課長 担当係長等（補助者） 
（教員養成開発連携センターを 
含む） 

教育企画課 
長 担当係長等（補助者） 

 

担当係長等（補助者） 
（国際教育センター・留学生セン 
ターを含む） 

事務局 
（国際教育センター・ 
留学生センター・保健 
管理センター・有害廃 
棄物処理施設・学生相 
談センター・学生キャ 
リア支援センター ・ 
障がい学生支援室・ 
教員養成開発連携セ 
ンター を含む） 

   〔省  略〕 総合教育科学系担当係長等（補助 
者） 

 
人文社会科学系担当係長等（補助 
者） 

芸術・ｽﾎ゚ ﾂー科学系 芸術・スポーツ科学系担当係長等 
（補助者） 

環境教育 研究セン 
ター 施設・センター担当係長等（補助 

者） 

自然科学系 
（放射性同位元素総合 
実験施設を含む） 

（教育研究支 
援部長） 学系支援 

課長 
自然科学系担当係長等（補助者） 
（放射性同位元素総合実験施設，理科教員 
高度支援センターを含む） 

施設課長 担当係長等（補助者） 
（有害廃棄物処理施設を含む） 

（３） 担当係長等は、資産監守補助者。 
（１）       指揮命令・連絡系統を示す。 
（２）       組織系統を示す。 



国立大学法人東京学芸大学公印規則の一部改正について 

 

改正理由：事務組織改組に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

   〔省略〕 

 

 （用語の定義） 

第２条 〔省略〕 

２ この規則において「部局」とは，事務局，各学系，連合学校教育学研究科，附属

図書館，環境教育実践施設，教育実践研究支援センター，留学生センター，国際教育

センター，教員養成カリキュラム開発研究センター，保健管理センター，情報処理セ

ンター，理科教員高度支援センター，放射性同位元素総合実験施設，有害廃棄物処理

施設，学生相談センター，学生キャリア支援センター，教員養成開発連携センター及

び各附属学校をいう。 

３ 〔省略〕 

 

   

   附 則 

 この規則は，平成25年12月18日から施行し，平成25年11月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   〔省略〕 

 

 （用語の定義） 

第２条 〔省略〕 

２ この規則において「部局」とは，事務局，各学系，連合学校教育学研究科，附属

図書館，環境教育実践施設，教育実践研究支援センター，留学生センター，国際教育

センター，教員養成カリキュラム開発研究センター，保健管理センター，情報処理セ

ンター，放射性同位元素総合実験施設，有害廃棄物処理施設，学生相談支援センター

，学生キャリア支援センター及び各附属学校をいう。 

 

３ 〔省略〕 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表（第３条関係） 

 種      類 

寸法 

ミリメー 

トル平方 
公印管守責任者 公印管守担当者 

組

織

印 
〔省略〕 

 
  

役

職

印 

国立大学法人東京学芸

大学長 

 

〔省 略〕 

 

研究支援課長 

学系支援課長 

 

〔省 略〕 

 

総合教育科学系長 

人文社会科学系長 

自然科学系長 

芸術･スポーツ科学系長 

環境教育研究センター長 

教育実践研究支援センター長  

 

留学生センター長 

国際教育センター長 

教員養成カリキュラム開発研究セン

ター長 

保健管理センター所長 

情報処理センター長 

理科教員高度支援セン

ター長 

放射性同位元素総合実験

30 

 

 

 

 

20 

20 

 

 

 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

 

23 

23 

23 

 

23 

23 

23 

 

23 

総務課長 

 

 

 

 

総務課長 

総務課長 

 

 

 

 

 

 学系支援課長 

 

 

 

 

国際課長 

国際課長 

学系支援課長 

 

総務課長 

情報基盤課長 

学系支援課長 

 

学系支援課長 

法規係長 

 

 

 

 

法規係長 

法規係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表（第３条関係） 

 種      類 

寸法 

ミリメー 

トル平方 
公印管守責任者 公印管守担当者 

組

織

印 
〔省略〕 

 
  

役

職

印 

国立大学法人東京学芸

大学長 

 

〔省 略〕 

 

教育研究支援課長 

 

 

〔省 略〕 

 

総合教育科学系長 

人文社会科学系長 

自然科学系長 

芸術･スポーツ科学系長 

環境教育研究センター長 

教育実践研究支援センター長  

 

留学生センター長 

国際教育センター長 

教員養成カリキュラム開発研究セン

ター長 

保健管理センター所長 

情報処理センター長 

理科教員高度支援セン

ター長 

放射性同位元素総合実験

30 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

 

23 

23 

23 

 

23 

23 

23 

 

23 

総務課長 

 

 

 

 

総務課長 

 

 

 

 

 

 

 教育研究支援課長 

 

 

 

 

国際課長 

国際課長 

教育研究支援課長 

 

総務課長 

情報基盤課長 

教育研究支援課長 

 

教育研究支援課長 

法規係長 

 

 

 

 

法規係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



施設長 

有害廃棄物処理施設長 

学生相談センター長 

学生キャリア支援セン

ター長 

教員養成開発連携セン

ター長 

 

 〔省 略〕 

 

 

23 

23 

23 

 

23 

 

 

 

 

総務課長 

総務課長 

総務課長 

 

総務課長 

 

 

 

 

 

 

法規係長 

 

法規係長 

 

 

 

  

施設長 

有害廃棄物処理施設長 

学生相談センター長 

学生キャリア支援セン

ター長 

 

 

 

〔省 略〕 

 

 

23 

23 

23 

 

 

 

 

 

総務課長 

総務課長 

総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法規係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



国立大学法人東京学芸大学文書処理規則の一部改正について 

 

改正理由：事務組織改組に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

 〔省略〕 

 

  附 則 

 この規則は，平成25年12月18日から施行し，平成25年11月１日から適用する。 

 

別表 

〔 省 略 〕 〔 省 略 〕 

研 究 支 援 課 に 属 す る も の 東学芸研支第  号 

学 系 支 援 課 に 属 す る も の 東学芸学支第  号 

〔 省 略 〕 〔 省 略 〕 

 

 

 

 

〔省略〕 

 

 

 

 

別表 

〔 省 略 〕 〔 省 略 〕 

教 育 研 究 支 援 課 に 属 す る も の 東学芸教研第  号 

〔 省 略 〕 〔 省 略 〕 

 

 

 

 



国立大学法人東京学芸大学公的研究費管理規則の一部改正について 

 

改正理由：事務組織改組に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

〔省略〕 

 

 （公的資金管理室） 

第９条 本学の公的研究費を適正に運営及び管理する組織として，最高管理責任者の

下に公的資金管理室を設置する。 

 

２～５〔省略〕 

 

６ 公的資金管理室の事務は，関係部課等の協力を得て教育研究支援部研究支援課が

処理する。 

 （相談窓口の設置） 

第１０条 本学における公的研究費に係わる事務処理手続きに関し，明確かつ統一的

な運用を図るため相談窓口を置く。 

２ 相談窓口は，次の各号に掲げる部署をもって組織する。 

 (1) 研究の経理執行に関する事項については，経理課及び学術情報課とする。 

 (2) 大学に所属する研究者の研究事務手続については，研究支援課とする。 

 (3) 附属学校に所属する研究者の研究事務手続については，附属学校課とする。 

３ 相談窓口は，本学における公的研究費に係わる事務処理手続きに関する学内外か

らの問い合わせに誠意を持って対応し，本学における効率的な研究遂行のための適切

な指導及び助言並びに支援に資するよう努めるものとする。 

 

   〔省略〕 

 

  附 則 

 この規則は，平成25年12月18日から施行し，平成25年11月１日から適用する。 

 

 

 

 

〔省略〕 

 

 （公的資金管理室） 

第９条 本学の公的研究費を適正に運営及び管理する組織として，最高管理責任者の

下に公的資金管理室を設置する。 

 

２～５〔省略〕 

 

６ 公的資金管理室の事務は，関係部課等の協力を得て教育研究支援部教育研究支援

課が処理する。 

 （相談窓口の設置） 

第１０条 本学における公的研究費に係わる事務処理手続きに関し，明確かつ統一的

な運用を図るため相談窓口を置く。 

２ 相談窓口は，次の各号に掲げる部署をもって組織する。 

 (1) 研究の経理執行に関する事項については，経理課及び学術情報課とする。 

 (2) 大学に所属する研究者の研究事務手続については，教育研究支援課とする。 

 (3) 附属学校に所属する研究者の研究事務手続については，附属学校課とする。 

３ 相談窓口は，本学における公的研究費に係わる事務処理手続きに関する学内外か

らの問い合わせに誠意を持って対応し，本学における効率的な研究遂行のための適切

な指導及び助言並びに支援に資するよう努めるものとする。 

 

   〔省略〕 

 

 

 

 

 

 

 



東京学芸大学事務点検評価委員会規則の一部改正について 

 

改正理由：事務組織改組に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

〔省略〕 

 

 （組織） 

第４条 委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 事務局長 

(2) 各部長 

(3) 総務課長，財務課長，学務課長及び研究支援課長 

(4) その他事務局長が必要と認めた者 若干名 

 

 〔省略〕 

 

  附 則 

 この規則は，平成25年12月18日から施行し，平成25年11月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

〔省略〕 

 

 （組織） 

第４条 委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 事務局長 

(2) 各部長 

(3) 総務課長，財務課長，学務課長及び教育研究支援課長 

(4) その他事務局長が必要と認めた者 若干名 

 

〔省略〕 

 

 

 

 

 



国立大学法人東京学芸大学学内文書処理要項の一部改正について 

 

改正理由：事務組織改組に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

〔省略〕 

 

  附 則 

 この要項は，平成25年12月18日から施行し，平成25年11月１日から適用する。 

 

   〔省略〕 

 

（様式２） 

学  内  文  書  交  換  表 
 

月日 
送達文書の文書番号 

又は件名 
発  信 
部課等 

受  信  部  課  等 
〔

省

略

〕 

研

究

支

援

課 

学

系

支

援

課 

〔

省

略

〕 

 

 

 〔省略〕 

 

 

〔省略〕 

 

 

 

 

   〔省略〕 

 

（様式２） 

学  内  文  書  交  換  表 
 

月日 
送達文書の文書番号 

又は件名 
発  信 
部課等 

受  信  部  課  等 
〔

省

略

〕 

教

育

研

究

支

援

課 

〔

省

略

〕 

 

 

〔省略〕 

 

 



東京学芸大学センター長協議会要項の一部改正について 

 

改正理由：事務組織改組に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

〔省略〕 

 

 （事務） 

第７条 協議会の事務は，教育研究支援部学系支援課が処理する。 

 

 〔省略〕 

 

  附 則 

 この要項は，平成25年12月18日から施行し，平成25年11月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

〔省略〕 

 

 （事務） 

第７条 協議会の事務は，教育研究支援部教育研究支援課が処理する。 

 

〔省略〕 

 

 

 

 



東京学芸大学質の高い学校教育・保育の一体的提供を保障するための保育・教育課程の 
構築プロジェクト推進委員会要項の一部改正について 

 

改正理由：事務組織改組に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

〔省略〕 

 

 （庶務） 
第１０条 委員会の庶務は，関係部課等の協力を得て教育研究支援部学系支援課が処

理する。 
 

 〔省略〕 

 

  附 則 

 この要項は，平成25年12月18日から施行し，平成25年11月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

〔省略〕 

 
 （庶務） 
第１０条 委員会の庶務は，関係部課等の協力を得て教育研究支援部教育研究支援課

が処理する。 
  

   〔省略〕 

 

 

 

 



東京学芸大学デジタル読解力のための教科書連携型デジタル教材の認証・評価と研修・養成の 

研究プロジェクト推進委員会要項の一部改正について 

 

改正理由：事務組織改組に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

〔省略〕 

 

（庶務） 

第１０条 委員会の庶務は，関係部課等の協力を得て教育研究支援部学系支援課が処

理する。 

 

 〔省略〕 

 

  附 則 

 この要項は，平成25年12月18日から施行し，平成25年11月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

〔省略〕 

 

（庶務） 

第１０条 委員会の庶務は，関係部課等の協力を得て教育研究支援部教育研究支援課

が処理する。 

 

〔省略〕 

 

 

 

 



東京学芸大学国際算数・数学授業改善プロジェクト推進委員会要項の一部改正について 

 

改正理由：事務組織改組に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

   〔省略〕 

 

 （庶務） 

第９条 委員会の庶務は，関係部課等の協力を得て，教育研究支援部学系支援課が処

理する。 

 

〔省略〕 

 

  附 則 

 この要項は，平成25年12月18日から施行し，平成25年11月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

   〔省略〕 

 

 （庶務） 

第９条 委員会の庶務は，関係部課等の協力を得て，教育研究支援部教育研究支援課

が処理する。 

 

   〔省略〕 

 

 

 

 

 

 



芸術・スポーツ科学系組織等検討委員会要項の一部改正について 

 

改正理由：事務組織改組に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

   〔省略〕 

 

 （庶務） 

第８ 委員会の庶務は，学系支援課の協力を得て，芸術・スポーツ科学系事務係が処

理する。 

 

〔省略〕 

 

  附 則 

 この要項は，平成25年12月18日から施行し，平成25年11月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

   〔省略〕 

 

 （庶務） 

第８ 委員会の庶務は，教育研究支援課の協力を得て，芸術・スポーツ科学系事務係

が処理する。 

 

〔省略〕 

 

 



国立大学法人東京学芸大学大学連携研究設備ネットワーク登録設備利用要項の一部改正について 

 

改正理由：事務組織改組に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

〔省略〕 

 

 （事務） 

第１１条 設備の利用に関する事務は，教育研究支援部教育学系支援課が処理する。 

 

 〔省略〕 

 

  附 則 

 この要項は，平成25年12月18日から施行し，平成25年11月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

〔省略〕 

 

 （事務） 

第１１条 設備の利用に関する事務は，教育研究支援部教育研究支援課が処理する。 

 

〔省略〕 

 

 

 

 



東京学芸大学e-Learning事業推進協議会要項の一部改正について 

 

改正理由：事務組織改組に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

〔省略〕 

 

（庶務） 

第８条 協議会の庶務は，関係部課の協力を得て，教育研究支援部学系支援課が処理

する。 

 

〔省略〕 

 

  附 則 

 この要項は，平成25年12月18日から施行し，平成25年11月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

〔省略〕 

 

（庶務） 

第８条 協議会の庶務は，関係部課の協力を得て，教育研究支援部教育研究支援課が

処理する。 

 

〔省略〕 

 

 

 

 



東京学芸大学大学教員研究専念制度実施要項の一部改正について 

 

改正理由：事務組織改組に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

〔省略〕 

 

（庶務） 

第１３条 研究専念制度に関する庶務は，教育研究支援部研究支援課が行う。 

 

〔省略〕 

 

  附 則 

 この要項は，平成25年12月18日から施行し，平成25年11月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

〔省略〕 

 

（庶務） 

第１３条 研究専念制度に関する庶務は，教育研究支援部教育研究支援課が行う。 

 

〔省略〕 

 

 

 

 



学芸大･みずほＦＧ共同研究プロジェクト設置要項の一部改正について 

 

改正理由：事務組織改組に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

〔省略〕 

 

 （庶務） 

第８条 プロジェクトの庶務は，教育研究支援部研究支援課が処理する。 

 

 〔省略〕 

 

  附 則 

 この要項は，平成25年12月18日から施行し，平成25年11月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

〔省略〕 

 

 （庶務） 

第８条 プロジェクトの庶務は，総務部広報連携協力課が処理する。 

 

〔省略〕 

 

 

 

 



学芸大こども未来プロジェクト設置要項の一部改正について 

 

改正理由：事務組織改組に伴い，所要の改正を行うものである。 

改      正 現      行 

 

   〔省略〕 

 

 （庶務） 

第８条 プロジェクトの庶務は，総務部広報連携課が処理する。 

 

   〔省略〕 

 

   附 則 

 この要項は，平成25年12月18日から施行し，平成25年11月１日から適用する。 

 

 

   〔省略〕 

 

 （庶務） 

第８条 プロジェクトの庶務は，総務部広報連携協力課が処理する。 

 

   〔省略〕 

 

 

 

 

 



東京学芸大学芸術館運営委員会内規の一部改正について 

 

改正理由：事務組織改組に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

〔省略〕 

 

（組織） 

第２条 委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 芸術・スポーツ科学系長 

(2) 音楽・演劇講座所属教員     ３名 

(3) 美術・書道講座所属教員     ３名 

(4) 健康・スポーツ科学講座所属教員 １名 

(5) 学系支援課長 

(6) その他芸術・スポーツ科学系長が委嘱する者 若干名 

 

   〔省略〕 

 

 （庶務） 

第７条 委員会に関する庶務は，教育研究支援部学系支援課（芸術・スポーツ科学系

事務係）が処理する。 

 

 〔省略〕 

 

  附 則 

 この内規は，平成25年12月18日から施行し，平成25年11月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

〔省略〕 

 

（組織） 

第２条 委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 芸術・スポーツ科学系長 

(2) 音楽・演劇講座所属教員     ３名 

(3) 美術・書道講座所属教員     ３名 

(4) 健康・スポーツ科学講座所属教員 １名 

(5) 教育研究支援課長 

(6) その他芸術・スポーツ科学系長が委嘱する者 若干名 

 

   〔省略〕 

 

 （庶務） 

第７条 委員会に関する庶務は，教育研究支援部教育研究支援課（芸術・スポーツ科

学系事務係）が処理する。 

 

   〔省略〕 

 

 

 



東京学芸大学体育施設の屋外夜間照明設備を使用する場合の基準の一部改正について 

 

改正理由：事務組織改組に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

   〔省略〕 

 

（コイン等の取扱い部局） 

第６条 コイン及びカードの取扱い部局は，当分の間，次のとおりとする。 

(1) 授業及び研究で使用する場合 学系支援課 

 (2) 学生が使用する場合 学生課 

 (3) 教職員が使用する場合 人事課 

 (4) 外部団体が使用する場合 財務課 

 

〔省略〕 

 

  附 則 

 この基準は，平成25年12月18日から施行し，平成25年11月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

   〔省略〕 

 

（コイン等の取扱い部局） 

第６条 コイン及びカードの取扱い部局は，当分の間，次のとおりとする。 

(1) 授業及び研究で使用する場合 教育研究支援課 

 (2) 学生が使用する場合 学生課 

 (3) 教職員が使用する場合 人事課 

 (4) 外部団体が使用する場合 財務課 

 

〔省略〕 

 

 

 

 


